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害獣・害虫駆除の悪質業者にご注意ください！
　毎年、夏になると県南地域を中心に、害獣・害虫駆除の悪質業者による被害が発生しておりま
す。（スズメバチ、ハクビシン、イタチ、アライグマなど）

例えば・・・
❶契約を取るために「早く害獣駆除しないと大変なことになる」、「今日契約してくれれば特別に
○○万円割引する」など、言葉巧みに契約を迫り、契約書や見積書を交付しない。
❷ 詳しい作業内容や費用の説明がないまま作業されてしまい、提示された金額を支払ったが、不信に思い調べてみ
るとかなり高額な料金であることがわかったので、業者にクーリングオフを申し入れたが、応じてくれない。

　消費者の「早くどうにかしたい」という気持ちに付け込み、悪質業者は言葉巧みに契約を迫ってきます。
すぐに契約せず、複数の業者から見積もりを取りましょう。

不安に思った場合やトラブルになった場合には、早めに最寄りの消費生活センターに相談ください。

消費者ホットライン：「１８８（いやや）」番
　 ※最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号です。

　近年、若者を中心に大麻の乱用拡大が問題になっています。
「大麻は他の薬物より安全で害がない」これって本当だと思いますか？

・時間や空間のゆがみからやる気が起きない、知的機能の低下
・自身の心身及び社会の安全へも悪影響を及ぼす
・自分で気がつかないほどの強い依存症になる

大麻リキッド、大麻ワックス、大麻成分入りのクッキーやキャンディー等、
多種多様なものが出回っています

SNSでは「野菜」「手押し」「リキッド」等の隠語でやりとりされています

誤った情報を信じて軽い気持ちで大麻に手を出さない、出させない
【お問合せ】茨城県行方警察署　生活安全課　☎０２９９－７２－０１１０

KEEP OUT

影響影響

ほんとは怖い大麻

【お問合せ】潮来市消費生活センター　☎６２－２１３８
　　　　　　（午前９時３０分～正午、午後１時～４時３０分　※土日・祝日・年末年始を除く）


